
早稲田大学大学院法学研究科

2024年度修士課程入学試験問題（国内受験）

【専修科目】

民事法学専攻 国際関係法（私法）

以下の問題のうち 1問を選んで答えなさい

答案の冒頭には選択した問題番号を明記すること。

2024.6.21 _o_e 

① 当事者自治の原則とその制限について、法の適用に関する通則法の規定の問題点に触れつつ述べ

なさい。

② 国際私法における先決問題（という問題）の解決方法について、諸説を比較した上で論じなさい。

③ 日本の現行法における離婚の国際裁判管轄について、最高裁昭和 39年 3月 25日大法廷判決（民

集 18巻 3号486頁）に触れつつ述べなさい。

以上
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答案の書き方（横書） 六法全書の使用を（認める）
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